
堀

内

淳

南
北
朝
聞
の
使
節
よ
り
み
た
「
文
化
」
の
多
様
性

は
じ
め
に

南
北
朝
時
代
と
い
う
と
、
華
北
に
あ
る
鮮
卑
の
玉
朝
で
あ
る
北
貌
と
、
江
南
の
漢
人
王
朝
と
の
聞
で
常
に
戦
争
賦
態
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し

か
し
寅
際
に
は
、
爾
朝
は
戦
争
状
態
よ
り
も
、
卒
和
的
な
使
節
を
迭
り
あ
っ
て
い
る
期
聞
の
方
が
遥
か
に
長
か
っ
た
。
南
北
朝
の
開
で
交
換
さ
れ
た
使
節
は
記
録
に
残
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
も
こ

O
O例
近
く
に
の
ぼ
り
、
卒
均
す
る
と
一
年
に
一
度
の
頻
度
で
使
節
が
迭
ら
れ
て
い
た
。

南
北
朝
の
使
節
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
理
解
は
、
岡
崎
文
夫
の
「
爾
園
と
も
使
節
の
人
物
に
は
非
常
な
注
意
を
梯
ひ
、
必
ず
文
僻
あ
り
、
縛
舌
に
巧
み
な
者
を
以
て
之
に

嘗
た
ら
せ
る
。
其
文
章
に
於
て
叉
撃
聞
に
於
て
、
南
朝
は
固
よ
り
遥
か
に
北
朝
に
優
っ
て
居
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
文
章
の
一
冗
と
な
っ
た
清
の
越
翼
『
廿
二
史
割

記
』
の
記
述
を
大
き
く
出
る
も
の
で
は
な
い
。

現
在
の
貌
膏
南
北
朝
の
使
節
に
関
す
る
研
究
の
多
く
は
、
そ
の
震
黙
を
南
朝
の
文
化
に
置
い
て
い
る
。
梁
瀬
倉
や
牟
設
松
は
南
北
朝
の
文
化
比
較
を
行
な
い
、
こ
の
時
代

の
文
化
を
北
朝
文
化
が
南
朝
文
化
を
吸
牧
し
超
越
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
ま
た
張
承
宗
も
、
三
園
か
ら
惰
の
統
一
ま
で
の
南
北
関
の
使
節
を
含
め
た
人

の
移
動
を
概
括
し
、
北
朝
文
化
が
南
朝
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
い
ず
れ
も
使
節
の
文
化
的
側
面
を
重
視
し
、
南
朝
文
化
の
北
朝
に
封
す
る
優
越

を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
南
朝
後
期
を
代
表
す
る
二
大
詩
人
で
あ
る
徐
陵
と
庚
信
の
遣
使
に
つ
い
て
、
吉
川
忠
夫
が
徐
陵
、
矢
嶋
美
都
子
が
康
信
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
矢
嶋
は
、
六
朝
貴
族
の
理
想
を
健
現
し
た
よ
う
な
、
庚
信
の
文
章
僻
令
に
優
れ
、
見
た
目
も
美
し
く
威
風
堂
々
と
し
て
い
た
貼
が
、
南
朝
の
使
者
に
選
ば
れ
る
資

質
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
南
朝
文
化
を
重
視
す
る
研
究
の
中
で
、
吉
川
忠
夫
は
嘗
時
の
典
籍
流
通
に
注
目
し
、
史
書
に
見
ら
れ
る
引
用
・
典
故
表
現
か
ら
使
節
を
運



ぴ
手
と
し
て
南
北
朝
関
で
典
籍
・
詩
文
な
ど
の
や
り
と
り
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
際
、
文
息
子
と
史
息
子
に
関
し
て
は
南
風
が

北
風
を
完
全
に
底
一
倒
し
た
が
、
儒
且
干
と
悌
教
に
闘
し
て
は
そ
の
園
式
が
蛍
て
は
ま
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
六
朝
の
文
化
と
い
っ
た
場
合
、
多
く
は
南
朝
の
文
化
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、
貌
雷
南
北
朝
の
文
化
の
理
解
は
、
南
朝
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な

ぃ
。
六
朝
に
績
く
陪
・
唐
は
い
ず
れ
も
北
朝
か
ら
出
て
お
り
、
惰
唐
の
文
化
に
北
朝
の
文
化
が
輿
え
た
影
響
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
の
多
く
が
南
朝
文

化
の
み
を
重
視
す
る
の
は
、
南
北
朝
の
使
者
が
同
じ
文
化
的
基
準
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
南
朝
の
基
準
に
従
っ
て
、
南
朝
の
北
朝
に
針
す

る
優
越
を
結
論
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
文
辞
」
や
「
競
舌
」

の
内
容
を
史
料
か
ら
具
健
的
に
見
て
み
る
と
、
「
文
化
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
捉
え
方

が
、
南
朝
貴
族
の
考
え
る
も
の
と
北
朝
貴
族
の
考
え
る
も
の
で
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
南
北
朝
聞
の
使
節
に
関
す
る
記
事
を
も
と
に
、
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
「
文
化
」
が
寅
際
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
南
北
の
士

人
が
直
接
封
面
す
る
使
節
交
流
の
場
で
こ
そ
、
南
抑
制
と
北
朝
の
文
化
の
共
通
勤
と
相
違
鮎
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
た
め
で
あ
る
。

一
、
使
者
の
選
定
と
そ
の
背
景

使
者
が
館
現
し
て
い
る
「
文
化
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
使
者
が
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
、

い
か
な
る
背
景
を
持
っ
て
い
た
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
使
者
選
定
の
具

健
例
と
し
て
、
劉
宋
の
劉
善
明
が
、
後
廠
帝
の
元
徽
元
(
四
七
三
)
年
、
北
貌
へ
の
使
者
を
推
薦
し
た
記
録
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

元
徽
の
一
初
、
北
使
を
遣
は
す
に
、
朝
議
は
善
明
を
し
て
人
を
翠
げ
し
め
、
善
明
は
州
郷
の
北
卒
の
困
惑
紹
を
皐
げ
て
虜
に
使
は
し
め
、
顛
ひ
て
母
の
還
へ
る
を
得
。

劉
善
明
は
母
が
北
貌
の
捕
虜
と
な
り
、
そ
れ
を
朝
廷
の
士
人
た
ち
は
憐
れ
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
扇
動
は
使
節
の
人
濯
を
劉
善
明
に
委
ね
、
劉
善
明
は
困
惑
紹
を
推

薦
し
て
、
北
貌
の
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
母
親
を
煩
わ
せ
も
田
恵
紹
は
、
こ
の
と
き
員
外
散
騎
常
侍
の
宮
位
を
帯
び
、
使
節
の
正
使
と
な
っ
て
い
る
(
『
貌
書
』
巻
九
十
七

天
卒
の
末
、
貌
は
梁
と
和
好
せ
ん
と
欲
し
、
朝
議
は
賂
に
窪
俊
を
以
て
使
主
と
矯
さ
ん
と
す
。
俊
日
く
「
文
采
と
識
は
、
俊
は
李
諮
を
推
さ
ず
。

口
頬
の
顧
顧
た
る

島
夷
劉
裕
侍
)
。
劉
善
明
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
は
正
使
の
人
選
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
朝
議
」
に
よ
っ
て
個
人
に
委
ね
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
劉
宋
末
に
は

玉
俄
と
虞
玩
之
が
正
使
の
人
選
を
巡
っ
て
争
っ
た
記
事
が
あ
り
(
『
南
費
量
日
』
巻
三
十
四
虞
玩
之
侍
)
、
こ
の
場
合
も
使
者
の
選
考
に
関
わ
っ
て
い
た
の
は
王
倹
ら
有
力
な
且
一
貝

族
で
あ
っ
た
。

一
方
、
北
朝
で
は
、
北
賓
の
天
卒
四
(
五
三
七
)
年
、
東
貌
か
ら
梁
へ
振
遣
す
る
使
節
を
選
ぶ
時
の
事
例
が
あ
る
。



一

は
、
諮
乃
ち
大
い
に
勝
る
」
と
。
是
に
於
い
て
諮
を
以
て
常
侍
を
粂
ね
、
塵
一
克
明
に
吏
部
郎
を
粂
ね
、
李
業
輿
に
遁
直
常
侍
を
粂
ね
て
蒋
せ
し
む
。

朝
議
に
よ
っ
て
推
さ
れ
た
昼
懐
は
自
分
の
代
わ
り
に
李
譜
を
推
薦
し
、
そ
の
ま
ま
李
譜
が
正
使
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
賓
質
的
に
使
者
の
選
考
に
あ
た
っ
た
の
は

「
朝
議
」

で
あ
り
、
崖
慢
の
よ
う
な
有
力
な
貴
族
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
貌
書
』
巻
四
十
八
高
推
俸
に
は
、
瀞
雅
が
高
推
を
薦
め
て
使
者
の
選
考
に
慮
じ
さ
せ
て
い
る
事
例
も

見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
皇
帝
の
意
向
が
現
れ
ず
、
ま
た
、
南
北
隻
方
の
記
事
を
見
て
も
、
皇
帝
が
直
接
使
者
を
指
名
し
た
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、

使
者
を
選
ぶ
際
に
は
、
朝
議
や
有
力
な
貴
族
が
推
薦
権
を
持
ち
、
皇
帝
は
そ
れ
を
承
認
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
使
者
の
選
考
基
準
に
は
、
個
人
的
な
資
質
だ
け
で
な
く
、

一
園
を
代
表
す
る
貴
族
に
相
爆
し
い
家
柄
も
求
め
ら
れ
た
。

(
李
海
の
)
子
の
湛
、
字
は
慮
元
。
文
史
を
渉
猟
し
、
家
風
有
り
。
太
子
舎
人
と
矯
り
、
常
侍
を
晶
兼
ね
、
聴
陳
使
副
た
り
。
淫
陽
師
肺
男
を
襲
骨
酎
す
。
海
と
弟
の
繕
・
緯
は

倶
に
聴
梁
使
主
と
矯
り
、
湛
も
叉
た
使
副
と
矯
る
。
是
を
以
て
越
郡
の
人
士
は
、
目
し
て
四
使
の
門
と
矯
す
。

組
郡
の
李
氏
は
華
北
漢
族
の
中
で
も
有
数
の
名
族
で
あ
る
。
そ
の
李
氏
で
あ
っ
て
も
四
人
の
使
者
を
出
し
た
こ
と
は
、
郡
の
士
人
に
「
四
使
の
門
」
と
注
目
さ
れ
る
だ
け

の
大
事
で
あ
っ

b
d
北
貌
で
は
耶
祐
、
那
産
父
子
が
使
者
と
な
り
、
そ
れ
を
時
人
は
美
と
し
た
と
あ
り
(
『
貌
書
』
巻
六
十
五
那
産
停
)
、
市
産
の
従
兄
弟
で
あ
る
邪
穎
、
そ

の
子
の
邪
嬬
山
も
使
者
に
選
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
越
郡
の
李
氏
と
並
ぶ
名
族
の
活
陽
の
塵
氏
の
よ
う
に
、
慮
玄
・
慮
度
世
・
塵
斑
・
慮
元
明
と
四
代
に
渡
っ
て
使
者
を
輩
出

し
て
い
る
家
柄
も
存
在
し
た
(
『
貌
書
』
巻
四
十
七
慮
玄
停
)
。

南
朝
で
も
南
郡
の
粛
氏
か
ら
粛
深
、
麓
深
の
孫
粛
密
、
粛
密
の
族
兄
蒲
允
の
三
人
が
勝
北
使
に
選
ば
れ
て
お
り
、
ま
た
南
車
両
で
相
縫
い
で
使
者
と
な
っ
た
箔
績
・
沼
雲
は

従
兄
弟
同
士
、
梁
で
使
者
と
な
っ
た
劉
孝
儀
・
劉
孝
勝
は
兄
弟
で
あ
り
、
明
倫
暑
と
明
少
還
も
、
三
代
離
れ
て
い
る
も
の
の
同
族
で
あ
る
。

北
朝
、
南
朝
共
に
、
同
じ
一
族
か
ら
使
者
の
選
ば
れ
る
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
傾
向
は
南
北
で
や
や
差
が
あ
る
。
南
北
を
比
較
す
る
と
、
北
朝
の
方
が
よ
り
限

ら
れ
た
氏
族
が
使
者
の
職
を
濁
占
し
て
お
り
、
南
朝
で
は
北
朝
の
李
氏
や
慮
氏
の
よ
う
に
一
族
か
ら
四
人
、
五
人
も
の
使
者
を
出
す
よ
う
な
家
系
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、

北
朝
で
は
特
に
家
柄
の
良
い
李
氏
や
塵
氏
な
ど
が
使
者
に
濯
ば
れ
た
の
に
封
し
、
南
朝
で
使
者
に
選
ば
れ
た
粛
氏
・
沼
氏
・
劉
氏
・
明
氏
な
ど
は
、
必
ず
し
も
南
朝
の
中
で

優
遇
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
粛
氏
と
箔
氏
は
も
と
よ
り
南
方
の
出
身
、
劉
氏
と
明
氏
は
渥
く
に
南
渡
し
た
一
族
で
あ
る
。
賓
際
、
南
朝
で
最
も
良
い
家
柄
と
さ

れ
た
王
氏
や
謝
氏
、
庚
氏
か
ら
使
者
と
な
っ
た
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
差
は
、
北
朝
が
南
朝
に
釣
し
て
使
者
を
選
ぶ
基
準
と
、
南
朝
が
北
朝
に
釣
し
て
使
者
を

選
ぶ
基
準
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
ぜ
同
じ
一
族
の
人
聞
が
選
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
使
者
と
し
て
相
慮
し
い
と
さ
れ
る
資
質
が
、
書
籍
と
い
っ
た
形
で
特
定
の
家
柄
に
傍
え
ら
れ
た



四

こ
と
は
そ
の
有
力
な
原
因
と
い
え
る
。
使
者
は
他
薗
へ
行
っ
た
際
に
、
最
新
の
情
報
や
典
籍
を
持
ち
か
え
り
、
あ
る
い
は
自
ら
そ
の
見
聞
を
記
録
し
、
そ
れ
を
一
族
に
侍
え

た
可
能
性
が
あ
る
。
北
懇
で
蔵
書
家
と
し
て
知
ら
れ
た
人
関
の
多
く
が
南
朝
に
使
者
と
し
て
赴
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
限
ら
れ
た
人
聞
に
見
せ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の

蓋
然
性
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
役
割
を
終
え
、
婦
園
し
た
使
者
が
、
そ
の
見
開
を
本
に
ま
と
め
る
こ
と
も
多
く
行
な
わ
れ
て
い
た
。
陳
の
挑
察
は
北
周
に
使
い
し
て
『
西
聴
這
里
記
』
を
著
し
、

江
徳
藻
は
北
費
に
使
い
し
て
『
勝
北
遁
里
記
』
三
谷
を
著
し
た
。
『
陪
書
』
経
籍
志
に
は
同
様
の
書
物
と
し
て
劉
知
師
『
聴
遊
記
』
三
巻
が
み
ら
れ
、
ま
た
北
賓
の
李
給
に
よ

る
『
封
君
義
行
記
』
や
李
諮
『
李
諸
行
記
』
と
い
っ
た
書
名
が
並
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
南
北
朝
の
使
者
の
手
に
よ
る
書
物
は
、
親
族
の
あ
い
だ
で
回
覧
さ
れ
た
と
考
え
て
よ

ぃ
。
使
者
と
し
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
一
族
の
あ
い
だ
で
蓄
積
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
嘗
時
の
書
物
は
、
印
刷
技
術
の
な
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
誰
で
も
容
易
に
見
ら
れ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
著
者
の
一
族
で
あ
れ
ば
、
著
書
を
自
に
す
る
機
舎
は
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
嘗
時
の
文
化
が
「
童
百
物
」
と
い
う
形
で
一
族
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た

」
と
は
、
使
者
の
職
が
特
定
の
貴
族
に
偏
る
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
使
者
が
貴
族
に
よ
っ
て
、
特
定
の
家
系
か
ら
選
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
官
職
の
世
襲
を
前
提
と
し
、
「
文
化
を
占
有
し
て
い
る
者
」
が
「
園
家
を
代
表
す
る
権

威
」
を
帯
、
び
る
と
い
う
貴
族
制
の
理
念
に
極
め
て
忠
賓
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

二
、
使
節
に
よ
る
文
化
交
流
の
具
健
的
事
例

南
北
朝
時
代
、
南
朝
、
北
朝
と
も
に
、
圏
内
的
に
は
自
ら
の
園
を
「
中
華
」
と
み
な
し
、
相
手
の
園
を
「
索
虜
」
「
島
夷
」
と
蔑
稽
で
呼
ん
で
い
た
。
中
華
思
想
に
お
い

て
、
文
化
の
優
劣
は
そ
の
ま
ま
「
中
華
」
と
い
う
権
威
の
所
在
と
関
連
し
て
い
る
。
自
鴎
の
文
化
が
相
手
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
は
、
自
園
の
正
統
性
を
讃

明
し
、
相
手
の
正
統
性
を
大
き
く
傷
つ
け
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

江
東
に
復
た
一
呉
克
の
老
翁
の
粛
街
な
る
者
有
り
。
専
ら
衣
冠
穫
梁
を
事
と
し
、
中
原
の
士
大
夫
は
之
を
望
み
て
以
て
正
朔
の
在
る
所
と
矯
す
。
我
れ
若
し
念
ぎ
法
網

を
作
り
、
相
鏡
借
せ
ず
ん
ば
:
:
:
士
子
は
悉
く
粛
街
に
奔
ら
ん
。

北
賓
の
寅
質
的
な
建
園
者
で
あ
る
高
歓
は
、
官
吏
の
汚
職
を
取
り
締
ま
る
よ
う
に
言
う
杜
弼
に
針
し
、

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
嘗
時
の
胡
漢
針
立
が
激
し
く
な
っ
た
東
貌
の
圏
内
事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
前
後
の
時
代
に
延
長
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
叫
漢
人
士
大
夫
が
南
朝
に
正
朔
の
所
在
が
あ
る
と
認
め
た
理
由
が
「
衣
冠
櫨
梁
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
「
衣
冠
穫
祭
」
と
い
う
文
化
の
問
題
は
中
原
の
士



李
業
輿
は
北
方
の
大
儒
、
徐
遁
明
の
弟
子
で
、
『
春
秋
左
氏
侍
』
の
み
な
ら
ず
、
諸
子
百
家
・
園
緯
・
風
角
・
天
文
・
占
候
・
算
暦
に
も
通
じ
て
い
た
。

一
方
、
朱
弄
も
ま

大
夫
の
去
就
を
左
右
す
る
ほ
ど
重
要
な
要
素
と
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
南
北
隻
方
の
皇
帝
は
、
使
者
の
皐
動
に
大
饗
な
注
意
を
携
っ
て
い
た
。

宴
目
、
費
文
裏
(
高
澄
)
は
左
右
を
し
て
之
を
規
は
し
め
、
賓
司
の
一
言
勝
を
制
さ
ば
、
文
裏
は
之
が
矯
に
掌
を
梢
つ
。
貌
使
の
梁
に
至
る
も
、
亦
た
梁
使
の
貌
に
至

る
が
如
し
。
梁
武
親
ら
輿
に
談
説
し
、
甚
だ
相
愛
重
む

北
賓
の
文
裏
一
帝
が
使
者
と
賓
司
の
一
言
毎
に
一
喜
一
憂
し
た
の
は
、
そ
れ
が
車
な
る
宴
席
上
の
曾
話
で
は
な
く
、
雨
園
の
権
威
高
揚
の
た
め
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
梁
の
武
帝
の
場
合
も
、
皇
帝
自
ら
が
南
朝
の
文
化
を
韓
現
す
る
こ
と
に
よ
る
政
治
的
な
穀
果
は
計
り
知
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
文
化
の
優
劣
を
競
う
手
い
が
、
使
節
交
流
の
場
で
ど
の
よ
う
に
現
れ
た
か
。
ま
ず
は
そ
の
具
鰹
例
と
し
て
、
左
手
業
興
の
遺
使
を
見
て
み
る
。

李
業
興
は
上
黛
郡
長
子
の
人
で
、
代
々
儒
撃
を
家
撃
と
し
て
い
た
。
北
貌
の
天
卒
凶
(
五
三
七
)
年
七
月
、
東
貌
と
梁
と
の
聞
で
和
卒
が
成
立
し
、
正
式
に
使
節
が
迭
ら

れ
る
と
、
李
業
輿
は
副
使
に
選
ば
れ
た
。

江
南
に
到
着
し
た
李
業
興
一
行
に
、
梁
の
武
帝
粛
街
は
側
近
の
朱
界
を
遣
わ
し
て
質
問
さ
せ
た
。

(
粛
)
街
の
散
融
制
常
侍
の
朱
弄

(
李
)
業
輿
に
問
ひ
て
日
く
「
貌
の
洛
中
の
委
粟
山
は
是
れ
南
郊
な
る
や
」
と
。
業
輿
日
く
「
委
粟
は
是
れ
園
丘
、
南
郊
に
非
ず
」

と
。
界
日
く
「
北
開
郊
・
正
は
異
所
な
り
。
是
れ
術
開
の
義
を
用
ふ
。
我
が
此
の
中
は
王
の
義
を
用
ふ
」
と
。
業
輿
日
く
「
然
り
。
洛
京
の
郊
・
丘
の
慮
は
専
ら
鄭
の
解

を
用
ふ
」
と
。
弄
日
く
「
若
し
然
ら
ば
、
女
子
の
傍
親
に
逆
降
す
る
も
亦
た
鄭
に
従
ふ
を
以
て
す
る
や
い
な
や
」
と
。
業
輿
臼
く
「
此
の
一
事
は
、
亦
た
専
ら
は
従
は

ず
。
若
し
卿
此
の
開
に
玉
の
義
を
用
ふ
れ
ば
、
穏
を
除
く
は
爆
に
二
十
五
月
を
用
ふ
ぺ
し
。
何
を
以
て
か
王
倹
の
喪
躍
の
糟
は
二
十
七
月
を
用
ふ
る
や
」
と
。
昇
遂
に

答
へ
ず
。

た
、
若
く
し
て
五
経
、
特
に
『
稽
』
と
『
易
』
を
治
め
、
五
経
博
士
で
あ
る
明
山
賓
の
推
奉
を
受
け
て
穎
貴
に
至
っ
て
お
り
、
南
朝
の
儒
撃
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
。

朱
昇
と
李
業
輿
は
南
北
の
撃
風
の
遠
い
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
北
朝
で
は
鄭
玄
の
撃
が
、

一
方
の
南
朝
で
は
王
粛
の
撃
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
流
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

後
漢
か
ら
曹
貌
に
お
い
て
鄭
玄
の
注
稗
が
主
流
で
あ
っ
た
の
に
劃
し
て
、
西
菅
で
は
外
戚
で
も
あ
る
王
粛
の
注
穆
を
採
用
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
北
貌
の
儒
曲
学
者
は
、
山

東
や
鴎
西
の
出
身
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
漢
貌
の
遺
風
を
強
く
残
し
て
い
た
。

朝
間
で
経
典
の
解
鰐
が
異
な
る
こ
と
と
な
っ
弘

一
方
、
東
菅
南
朝
の
儒
撃
は
西
E

回
以
来
の
玉
粛
の
解
穆
を
受
け
繕
ぎ
、
そ
の
た
め
南
北

第
玄
と
王
粛
の
解
縛
で
、
顕
著
な
差
が
現
れ
る
部
分
の
一
つ
が
、
こ
こ
で
李
業
輿
と
朱
界
が
議
論
し
て
い
る
「
丘
・
郊
の
問
題
」
、
「
女
子
逆
降
の
問
題
」
、
「
三
年
喪
の
期

五



ム
F、、

聞
の
問
題
」
な
ど
で
あ
る
。
鄭
玄
は
丘
と
郊
を
別
の
も
の
と
し
、
王
粛
は
こ
れ
ら
が
同
一
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
鄭
玄
は
公
や
大
夫
の
位
に
あ
る
者
は
女
子
の
た
め
に
喪

に
服
さ
ず
と
し
た
が
、
古
文
振
で
あ
っ
た
西
耳
目
の
萄
顕
は
そ
れ
を
謹
制
か
ら
省
こ
う
と
す
る
。
鄭
玄
は
ま
た
、
三
年
の
喪
の
期
間
を
寅
質
二
十
七
ヶ
月
で
あ
る
と
し
た
が
、

王
粛
は
二
十
五
ヶ
月
と
解
血
押
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
李
業
輿
と
朱
弄
が
互
い
に
棺
手
が
同
一
の
解
稗
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
を
非
難
し
合
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
北
朝

i
鄭
義
、
南
朝
王
義
と
い
う
原

則
が
完
全
に
守
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
李
業
輿
や
朱
弄
は
、
解
稗
か
ら
外
れ
た
事
例
も
含
め
て
、
雨
朝
の
撃
風
の
差
異
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

李
業
輿
は
、
朱
昇
に
次
い
で
梁
の
武
帝
と
も
議
論
を
し
て
い
る
。
ま
ず
、
武
帝
は
李
業
興
に
、
何
を
得
意
と
し
て
い
る
か
を
尋
ね
て
い
る
。

粛
街
親
ら
業
輿
に
間
ひ
て
日
く
「
聞
く
な
ら
く
卿
は
経
義
を
善
く
す
、
と
。
儒
・
玄
の
中
、
通
達
す
る
所
は
何
れ
ぞ
」
と
。
業
輿
日
く
「
少
く
し
て
書
生
と
震
る
も
、

【
問
}

μ
山
五
典
を
讃
む
の
み
。
深
義
に
至
り
で
は
、
通
緯
を
弁
ぜ
ず
」
と
。

こ
こ
で
の
李
業
興
の
一
言
葉
は
謙
遜
で
あ
ろ
う
が
、
儒
教
に
つ
い
て
は
「
五
典
を
讃
む
に
止
ま
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
深
義
、
す
な
わ
ち
玄
撃
に
つ
い
て
は
「
遁
稗
を
弁
ぜ

ず
」
と
言
い
、
儒
曲
学
に
比
べ
て
、
玄
同
晶
子
の
知
識
の
少
な
い
こ
と
を
自
ら
認
め
て
い
る
貼
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
な
慮
酬
の
後
、
武
帝
は
業
興
に
射
し
て
『
詩
経
』
『
向
車
問
』
『
易
経
』
『
鵡
記
』
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
『
詩
経
』
に
つ
い
て
は
、
武
帝
が
『
詩
経
』
周
南
を
周
公
の
地
で
采
ら
れ
た
も
の
、
召
南
を
召
公
の
地
で
采
ら
れ
た
も
の
と
す
る
根
擦
を
尋
ね
、
そ
れ
に
封
し
て
李

業
輿
は
『
儀
薩
』
郷
飲
酒
躍
の
鄭
玄
の
注
を
引
い
て
答
え
て
い
る
。

ま
た
、
『
易
経
』
に
つ
い
て
は
、

二
は
『
見
龍
』
と
稽
し
、

封
へ
て
「
撃
識
膚
浅
に
し
て
、
仰
ぎ
酬
ゆ
る
に
足
ら
ず
」
と
。

五
は
『
飛
龍
』
に
至
る
。
初
は
名
を
虎
と
矯
す
可
し
」
と
。
聞
の
意
小
や
本
る
。
業
興

街
叉
た
間
ふ
に
「
乾
卦
の
初
は
『
潜
寵
』
と
稽
し
、

と
あ
る
。
乾
卦
は
『
易
経
』

の
最
初
の
卦
で
あ
る
。
そ
の
中
に
現
れ
る
「
龍
」
と
い
う
垣
間
を
「
虎
」
と
言
一
つ
で
も
よ
い
と
い
う
武
帝
の
問
い
か
け
は
、
『
易
経
』
乾
の
文
昔
一
回
惇

に
「
雲
一
の
寵
に
従
ひ
、
風
の
虎
に
従
ふ
ご
と
し
」
と
、
龍
と
虎
と
を
併
記
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
文
言
俸
が

「
虎
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
九
五
に
つ

い
て
で
あ
り
、
初
九
を
「
虎
」
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
動
を
『
貌
書
』
は

「
聞
の
意
小
や
一
帯
る
」
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
李
業
興
は
こ
の
間
い
に
曲
学
識
が
浅
い

た
め
答
え
ら
れ
な
い
と
し
て
回
答
を
遜
け
て
い
る
。

『
向
書
』
に
つ
い
て
は
、
武
帝
は
『
向
童
昌
秀
典
の

「
正
月
上
日
、
終
を
文
組
に
受
く
」

の

「
正
月
」
が
何
正
に
よ
る
の
か
と
聞
い
、
李
業
輿
は
『
街
書
中
候
』
を
引
い
て



『
謹
記
』
に
つ
い
て
は
、
『
謹
記
』
檀
弓
下
の
故
事
を
引
い
て
、
孔
子
が
古
い
友
人
で
あ
る
原
壌
の
不
孝
を
見
逃
し
た
こ
と
に
つ
い
て
問
う
と
、
李
業
輿
は
『
穂
記
』

の
経

夏
正
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
奏
の
時
代
に
ど
の
暦
が
使
わ
れ
て
い
た
か
を
問
う
武
一
帝
に
、
そ
れ
が
知
り
得
な
い
こ
と
を
『
周
穂
』
地
官
媒
氏
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。

文
か
ら
そ
れ
に
答
え
、
ま
た
武
帝
が
原
壌
の
出
身
を
問
う
と
、
李
業
輿
は
鄭
玄
の
注
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
李
業
興
は
武
一
帝
の
質
問
に
よ
ど
み
な

く
答
え
た
。

し
か
し
、
最
後
に
、
武
帝
が
再
び
玄
撃
に
つ
い
て
尋
ね
る
と

街
叉
た
問
ふ
に
「
易
に
太
極
と
日
ふ
は
、
是
れ
有
る
や
無
し
ゃ
」
と
。
業
輿
針
へ
て
、
「
停
ふ
る
所
に
は
太
極
是
れ
有
り
と
。
素
よ
り
玄
息
子
せ
ず
、
何
ぞ
敢
へ
て
靴
酬
せ

ん
」
と
。

と
答
え
、
問
答
を
避
け
て
い
る
。

二
人
は
『
詩
経
』
、
『
易
経
』
、
『
角
書
』
、
『
鵡
記
』
と
五
経
の
う
ち
『
春
秋
』
を
除
く
す
べ
て
の
経
典
に
閥
し
て
議
論
を
繰
り
庚
げ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
李
業
輿
は
『
詩

経
』
『
街
書
』
『
纏
記
』
に
つ
い
て
は
見
事
な
弁
舌
で
武
帝
の
質
問
に
答
え
て
い
る
が
、
『
易
経
』
に
関
す
る
質
問
だ
け
は

「
拳
識
膚
浅
に
し
て
、
仰
ぎ
酬
ゆ
る
に
足
ら
ず
」
と

述
べ
て
議
論
を
断
っ
て
い
る
。
最
後
の
玄
撃
に
つ
い
て
の
質
問
も
、
李
業
輿
は

「
素
よ
り
玄
拳
せ
ず
、
何
ぞ
敢
へ
て
概
酬
せ
ん
」
と
答
え
、
腕
曲
的
な
批
判
円
で
あ
る
可
能
性

は
あ
る
が
、
再
び
玄
撃
は
事
ん
で
い
な
い
と
断
っ
て
い
る
。
玄
拳
は
西
膏
で
流
行
し
、
そ
の
後
を
縫
い
だ
東
耳
目
南
朝
で
盛
ん
で
あ
り
、
『
易
経
』
は
玄
撃
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
武
帝
が
儒
撃
の
み
な
ら
ず
玄
拳
ま
で
も
暗
ん
で
い
た
こ
と
に
比
べ
て
、
李
業
輿
は
儒
数
の
知
識
は
豊
富
に
持
っ
て
い
て
も
、
玄
撃
に
つ
い
て
は
議
論

出
来
る
ほ
ど
の
知
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

が
』
対
九

ま
た
、
こ
こ
で
は
五
経
の
う
ち
『
春
秋
』
だ
け
が
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
「
止
五
典
を
讃
む
の
み
」
と
答
え
た
李
業
興
も
、
『
春
秋
問
答
』
を
著
し
た
梁
の
武
帝
も
(
『
梁
書
』

巻
三
武
帝
紀
下
)
、
間
違
い
な
く
『
春
秋
』
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
春
秋
』
が
他
の
経
書
と
遣
う
扱
い
を
受
け
て
い
る
理
由
と
し
て
、
『
漢
書
』
義
文
志
で
は
『
太
史
公
書
』
が
「
春
秋
類
」
と
し
て
『
春
秋
』
と

並
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
南
北
朝
時
代
以
前
は
、
歴
史
は
終
息
子
の
一
部
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
貌
耳
目
南
北
朝
時
代
は
そ
れ
が
「
史
事
」
と
し
て
認
め

AUV 

ら
れ
て
く
る
過
渡
期
で
あ
る
。
南
北
朝
で
は
盛
ん
に
史
書
を
編
纂
し
、
遁
去
の
史
書
に
注
穫
を
つ
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
南
朝
で
は
活
路
『
後
漢
書
』
、
沈
約
『
宋
書
』
、

粛
子
穎
『
南
賓
室
閏
』
が
編
纂
さ
れ
、
ま
た
、
義
松
之
が
『
コ
一
闘
士
山
』

の
注
を
つ
け
、
そ
の
子
の
装
組
が
『
史
記
集
注
』
を
著
す
な
ど
、
史
撃
が
隆
盛
で
あ
っ
た
。

一
方
、
北

朝
で
は
北
貌
一
初
期
に
は
経
治
が
園
史
事
件
で
詠
毅
を
被
り
、
『
十
六
園
春
秋
』
を
著
し
た
窪
鴻
は
、
そ
の
内
容
が
罪
に
問
わ
れ
る
の
を
恐
れ
て
終
生
そ
の
書
を
公
に
せ
ず
、
北

車
用
で
貌
牧
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
『
貌
書
』
は
そ
の
制
作
直
後
か
ら
「
繊
史
」

の
評
債
を
受
け
、
そ
の
偏
向
を
非
難
さ
れ
て
い
た
。
北
朝
で
は
史
書
が
作
ら
れ
て
い
た
も
の

七
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の
、
常
に
史
拳
に
劃
し
て
政
治
的
摩
力
が
加
え
績
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
も
と
も
と
鮮
卑
の
王
朝
で
あ
っ
た
北
貌
が
、
禅
譲
を
受
け
て
成
立
し
た
王
朝
で
は
な
く
、

そ
こ
か
ら
禅
譲
を
受
け
た
北
朝
の
諸
王
朝
も
、
漢
貌
以
来
、
禅
譲
に
よ
っ
て
王
朝
交
代
を
繰
り
返
し
て
き
た
南
朝
に
比
べ
て
歴
史
的
停
統
を
主
張
し
に
く
い
と
い
う
事
情
が

影
響
し
て
い
た
。
梁
の
武
帝
と
の
曾
見
で
、
李
業
興
が
寅
際
に
議
論
し
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
議
論
の
内
容
が
記
録
に
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
は
知
り
得
な
い
が
、
『
春

秋
』
に
閲
す
る
議
論
が
『
貌
書
』
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
背
景
に
は
、
編
纂
時
の
そ
れ
を
典
型
と
す
る
北
朝
内
部
の
堅
カ
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。

儒
撃
に
つ
い
て
は
、
首
時
南
朝
で
儒
撃
に
お
い
て
は
て

二
を
争
う
知
識
人
で
あ
っ
た
朱
弄
を
も
や
り
こ
め
る
こ
と
が
で
き
た
李
業
興
だ
が
、
玄
撃
に
つ
い
て
武
帝
に
質

関
さ
れ
る
と
、
全
く
返
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
儒
撃
に
関
し
て
は
北
朝
が
、
玄
息
子
に
関
し
て
は
南
朝
が
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
し
て
い
た
。
ま
た
、

史
撃
に
つ
い
て
は
、
南
北
朝
が
釣
時
す
る
場
で
議
論
に
上
る
こ
と
自
鰻
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
六
朝
時
代
は
、
漢
代
の
よ
う
に
儒
教
が
唯
一
の
債
値
基
準
で
あ
っ
た
時
代
と
遠
い
、
儒
且
干
・
玄
息
子
・
史
撃
な
ど
多
様
な
債
値
観
が
並
存
し
、
そ
れ
ら
が
互

{
幻
)

い
に
影
響
を
輿
え
合
っ
て
い
た
。
貴
族
は
そ
れ
ら
多
様
な
拳
問
や
宗
教
を
蔦
遁
な
く
事
ぴ
、
幅
震
い
教
養
を
持
つ
よ
う
求
め
ら
れ
た
。

そ
こ
で
、
節
を
改
め
て
儒
息
子
、
玄
醐
字
、
史
撃
以
外
の
分
野
、
特
に
文
撃
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

三
、
使
者
の
鐙
現
す
る
「
文
化
」
の
範
園

前
節
で
は
南
北
朝
の
使
者
の
具
種
的
事
例
か
ら
、
首
時
の
儒
皐
や
玄
撃
の
状
況
の
一
端
を
み
た
。
こ
の
節
で
は
そ
れ
以
外
の
文
化
が
南
北
朝
聞
の
交
流
の
場
で
ど
の
よ
う

に
現
れ
て
い
た
か
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
南
北
戟
時
代
の
文
化
の
特
徴
と
も
い
え
る
文
撃
を
取
り
上
げ
る
。
唐
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
陪
書
』
文
息
子
停
で
は
、
南
朝
と
北
朝
を
比
較
し
て
、
北
朝
は
音
葉
が
質

賓
剛
健
で
あ
る
が
、
理
屈
っ
ぽ
く
て
政
治
に
適
し
て
お
り
、
南
朝
は
言
葉
の
音
が
締
麗
で
あ
る
が
、
装
飾
が
意
を
覆
い
隠
し
、
一
詠
歌
に
遁
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

隔

書
』
巻
七
十
六
文
筆
停
)
。
詩
賦
に
閥
し
て
言
え
ば
、
北
朝
文
化
は
南
朝
文
化
の
後
塵
を
奔
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
南
朝
の
有
名
な
詩
人
の
作
は
、
北
朝

に
も
停
え
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
南
斉
の
王
融
、
梁
の
徐
援
の
作
な
ど
は
北
朝
の
土
人
に
愛
好
さ
れ
た
。

上
は
(
王
)
融
の
才
嬬
な
る
を
以
て
、
十
一
年
、
主
客
を
品
兼
ね
、
虜
使
の
房
景
高
・
宋
弁
を
接
せ
し
む
。
弁
は
融
の
年
少
な
る
を
見
、
主
客
の
年
幾
な
る
か
を
問
ふ
。

融
日
く
「
五
十
の
年
、
久
し
く
其
の
牢
を
捻
ゆ
」
と
。
因
り
て
間
ふ
に
「
朝
に
在
り
て
主
客
の
『
曲
水
詩
序
』
を
作
る
を
聞
く
」
と
。
景
高
も
叉
た
云
ふ
ら
く
「
北
に

在
り
て
主
客
の
此
の
製
、
顔
延
年
に
勝
る
と
聞
く
。
貨
に
一
見
を
願
ふ
」
と
。
融
乃
ち
之
を
示
す
。
後
日
、
宋
弁
は
瑠
池
堂
に
て
融
に
謂
ひ
て
臼
く
「
昔
相
如
の
封
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躍
を
観
、
以
て
漢
武
の
徳
を
知
る
。
今
王
生
の
詩
序
を
覧
、
用
て
費
玉
の
盛
を
見
る
」
と
。
融
日
く
「
皇
家
の
盛
明
な
る
こ
と
、
宣
に
直
だ
縦
を
漢
武
に
比
べ
ん
や
。

【

M】

更
に
慰
づ
ら
く
は
、
部
製
以
て
遠
く
相
如
に
匹
す
る
無
か
ら
ん
こ
と
を
」
と
。

玉
融
の

「
曲
水
詩
序
」
は
、
そ
の
評
剣
だ
け
が
北
朝
に
届
い
て
お
り
、
房
景
高
と
宋
弁
は
賓
物
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
賓
物
を
見
た
宋
弁
は
、
漢
の
司
馬

相
如
に
匹
敵
す
る
と
王
融
を
持
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
。
「
曲
水
詩
序
」
は
彼
ら
の
手
に
よ
っ
て
書
き
寓
さ
れ
、
北
貌
へ
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
南
朝
で
「
宮
鐙
」
と
呼
ば
れ
て
庚
信
と
と
も
に
一
世
を
風
擁
し
た
徐
陵
の
文
章
は
、
「
遂
に
之
は
華
夷
を
被
」

っ
た
と
あ
る
よ
う
に
(
『
陳
書
』
巻
二
十
六
徐
陵

傍
)
、
南
朝
、
だ
け
で
な
く
北
朝
で
も
庚
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
北
朝
で
は
南
朝
文
撃
が
持
て
は
や
さ
れ
、
北
賓
の
貴
族
の
開
で
は
南
朝
文
人
の
誰
を
尊
敬
す

る
か
に
よ
っ
て
黛
振
を
結
ん
で
争
う
獄
況
と
な
っ
た
。

那
子
才
・
貌
牧
は
倶
に
重
名
有
り
。
時
俗
準
的
し
、
以
て
師
匠
と
属
す
。
邪
は
沈
約
を
賞
服
し
て
任
防
を
軽
ん
じ
、
貌
は
任
肪
を
愛
慕
し
て
沈
約
を
毅
り
、
談
議
す
る

〈
お
)

毎
に
、
僻
色
之
を
以
て
す
。
鄭
下
紛
紙
し
、
各
々
朋
黛
有
り
。
組
孝
徴
嘗
て
吾
に
謂
ひ
て
日
く
、
「
任
・
沈
の
是
非
は
、
乃
ち
那
・
貌
の
優
劣
な
り
」
と
。

北
費
で
て

二
を
争
う
文
人
と
し
て
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
貌
牧
と
邪
郁
は
、
と
も
に
南
朝
の
文
人
に
範
を
求
め
て
い
た
。
数
枚
は
任
防
を
、
那
郡
は
沈
約
を
、
そ
れ

ぞ
れ
信
奉
し
、
相
手
の
等
敬
す
る
文
人
を
販
す
ま
で
に
至
っ
た
。
任
防
、
沈
約
も
ま
た
、
梁
書
に
お
い
て
「
謝
玄
輝
(
謝
跳
)
は
詩
を
矯
す
に
善
く
、
任
彦
昇
(
任
肪
〉
は

文
章
に
巧
み
、
(
沈
)
約
は
品
兼
ね
て
こ
れ
有
る
も
温
ぐ
る
能
は
ざ
る
な
り
」
(
『
梁
書
』
巻
十
三
沈
約
俸
)
と
評
償
さ
れ
、
時
人
も
「
任
筆
沈
詩
」
(
『
梁
書
』
巻
十
四
任
防

惇
)
と
並
び
稀
さ
れ
る
文
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
南
朝
の
詩
人
の
作
品
が
北
朝
に
運
ば
れ
る
例
は
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
北
朝
の
詩
人
の
作
品
が
南
朝
に
も
た
ら
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
特
に
北
舜
で
は
、
南
朝
へ
の
憧
れ
が
強
く
、
梁
か
ら
の
使
節
が
鄭
に
来
る
た
び
に
、

梁
使
入
る
毎
に
、
都
下
は
之
が
矯
に
傾
動
し
、
貴
勝
の
子
弟
は
盛
飾
し
て
衆
り
観
、
謹
婚
は
優
れ
渥
く
、
館
門
は
市
を
成
す
。

と
、
熱
烈
な
歓
迎
ぶ
り
を
見
せ
た
。
嘗
時
の
北
車
両
の
貴
族
に
と
っ
て
梁
の
使
節
は
、
相
手
園
の
最
新
の
流
行
を
停
え
る
貴
重
な
情
報
源
で
も
あ
り
、
ま
た
、
南
胡
明
か
ら
の
使

者
に
賞
時
一
流
の
才
人
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
使
者
と
交
流
す
る
こ
と
自
健
、
北
費
の
貴
族
に
と
っ
て
築
審
で
あ
っ
た
。

向
書
僕
射
の
窪
、
這
は
文
裏
の
親
任
す
る
所
と
矯
り
、
勢
は
朝
列
を
傾
く
も
、
(
陽
)
休
之
は
未
だ
嘗
て
請
謁
せ
ず
。
還
の
子
の
達
撃
は
幼
く
し
て
聴
敏
、
年
十
徐
に
し

て
、
己
に
五
言
詩
を
作
る
。
時
に
梁
園
通
和
し
、
璃
使
館
に
在
り
。
還
は
達
撃
の
敷
首
の
詩
を
持
ち
て
諸
朝
士
の
才
撃
有
る
者
に
示
し
、
叉
た
梁
客
に
示
さ
ん
と
欲

す
。
絵
人
は
濯
を
畏
れ
、
皆
な
宜
し
き
に
随
ひ
て
感
謝
す
べ
し
と
す
。
休
之
濁
り
正
言
し
て
、
「
郎
子
は
聴
明
、
方
に
偉
器
と
成
る
べ
し
。
但
だ
小
児
の
文
藻
に
し
て
、
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未
だ
以
て
遠
人
に
示
す
可
か
ら
ざ
る
を
恐
る
」
と
。

出
慎
濯
は
自
分
の
子
供
を
自
慢
し
た
い
一
心
か
ら
、
南
朝
の
使
者
に
子
供
の
作
っ
た
詩
を
見
せ
よ
う
と
し
た
。
窪
濯
の
権
勢
を
恐
れ
、
そ
の
場
に
い
た
朝
土
は
遁
世
間
に
棺
槌

を
打
と
う
と
し
た
が
、
陽
休
之
は
一
人
そ
れ
を
止
め
る
よ
う
に
務
舌
一
目
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
梁
の
使
者
に
春
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
策
審
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。儒
曲
学
、
玄
息
子
、
史
息
子
、
文
息
子
の
外
に
、
嘗
時
の
重
要
な
文
化
と
し
て
併
数
が
あ
る
。
五
胡
十
六
園
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
、
西
域
か
ら
外
園
柏
田
と
油
田
典
が
中
園
閣
内
に
流

入
し
た
こ
と
で
、
悌
教
は
急
速
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
中
園
風
に
解
醐
拝
さ
れ
た
悌
教
は
、
南
朝
で
ま
と
ま
っ
た
理
論
鰻
系
を
作
り
上
げ
つ
つ
あ
り
、
悌
教
は
儒
教
に
代
わ
っ
て

貴
族
の
心
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
特
に
梁
の
武
一
帝
の
悌
教
信
仰
は
極
端
で
あ
り
、
品
開
数
の
数
理
に
遁
じ
、
戒
律
を
巌
守
し
、
結
果
と
し
て
後

世
に
「
緯
教
に
溺
れ
、
刑
典
を
弛
め
る
」
(
『
南
史
』
巻
七
梁
本
紀
中
論
B
僚
)
と
も
評
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

梁
で
は
武
帝
以
下
、
何
人
も
の
高
官
が
こ
ぞ
っ
て
悌
教
を
信
奉
し
て
い
て
お
り
、
北
朝
の
使
者
に
は
、
併
数
に
つ
い
て
の
知
識
も
求
め
ら
れ
た
。

(
李
同
軌
)
興
和
中
、
遁
直
散
騎
常
侍
を
晶
兼
ね
、
粛
街
に
使
す
。
街
深
く
緯
撃
に
耽
り
、
遂
に
名
僧
を
其
の
愛
敬
・
同
泰
の
二
寺
に
集
め
、
湿
梁
大
品
経
を
講
ぜ
し

〈
施
】

む
。
同
軌
を
引
き
て
席
を
預
へ
、
街
は
晶
束
ね
て
其
の
臣
を
遣
は
し
並
び
に
共
に
観
蕗
せ
し
む
。
同
軌
論
難
す
る
こ
と
之
に
久
し
く
、
道
俗
成
な
以
て
善
と
矯
す
。

東
線
の
李
同
軌
は
、
梁
の
武
一
帝
と
と
も
に
悌
教
の
議
設
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
李
同
軌
は
、
武
一
帝
の
前
で
悌
典
に
つ
い
て
議
論
し
、
僧
侶
、
俗
人
は
み
な
そ
れ

に
感
心
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
北
費
の
崖
還
は
、

(
東
)
貌
・
梁
遜
和
し
、
要
貴
は
皆
な
人
を
し
て
遺
り
聴
使
に
随
ひ
交
易
せ
し
む
る
に
、
(
出
世
)
濯
は
惟
だ
悌
経
の
み
を
寄
求
す
。
梁
武
帝
之
を
開
き
、
矯
に
繕
寓

し
、
幡
花
を
以
て
唄
を
貸
し
迭
り
て
舘
に
至
ら
し
む
。
然
而
れ
ど
も
大
二
一
一
口
を
好
み
、
調
戯
す
る
に
節
無
し
。
密
か
に
沙
門
の
明
裁
を
し
て
悌
性
論
を
著
さ
し
め
て
己
が

〔
加
V

名
を
署
し
、
諸
を
江
表
に
俸
へ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
南
朝
で
悌
典
を
買
い
求
め
、
ま
た
、
北
朝
で
悌
数
量
目
を
代
作
さ
せ
た
上
、
南
朝
に
停
え
て
名
を
責
ろ
う
と
し
た
。
棟
か
ら
北
湾
に
使
い
し
た
徐
陵
、
侍

絡
、
陳
か
ら
北
周
に
使
い
し
た
毛
喜
な
ど
は
、
本
人
が
悌
教
を
深
く
信
奉
し
て
お
り
、
悌
教
に
封
し
て
深
い
造
詣
を
持
っ
て
い
た
J
v

ま
た
、
梁
の
武
帝
や
北
賓
の
文
宣
帝
が

悌
教
を
好
ん
だ
影
響
も
あ
り
、
南
北
朝
時
代
後
期
の
使
者
は
、
併
殺
に
繍
す
る
知
識
を
必
要
と
す
る
局
面
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
李
同
軌
や
雀
遣
の
例
か
ら
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
南
北
朝
の
関
に
は
文
事
ほ
ど
事
問
水
準
の
差
が
庚
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。
併
教
が
本
格
的
に
傍
矯
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
南
北
朝
を
関
わ
ず
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
た
た

め
、
南
北
の
格
差
が
あ
ま
り
擦
大
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
資
質
の
他
に
、
時
と
し
て
教
養
以
外
の
才
能
を
も
っ
て
、
使
者
の
任
に
充
て
ら
れ
る
者
も
あ
っ
た
。
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高
組
の
時
、
菰
寧
見
な
る
者
有
り
て
闇
碁
を
普
く
す
。
曾
て
李
彪
と
輿
に
粛
蹟
に
使
ひ
し
、
蹟
は
江
南
の
上
品
の
王
抗
を
し
て
寧
見
と
輿
せ
し
む
。
勝
を
制
し
て
還

る。
園
碁
は
こ
の
時
代
の
貴
族
の
開
で
流
行
し
た
遊
び
で
あ
り
、
宋
や
南
費
で
は
官
職
を
賭
け
て
皇
帝
が
名
人
に
園
碁
の
勝
負
を
さ
せ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
南
朝
で
は
圏

草
剤
中
正
な
る
官
が
置
か
れ
、
間
碁
の
腕
前
に
慮
じ
て
莱
品
が
輿
え
ら
れ
た
。
王
抗
は
自
ら
圏
葉
小
中
正
に
任
じ
ら
れ
、
第
一
品
を
得
て
、
南
斉
一
の
囲
碁
名
人
と
さ
れ
て
い

た

(
『
南
賓
室
園
』
巻
三
十
四
王
謹
俸
及
び
巻
四
十
六
粛
悪
基
簿
)
。
そ
の
王
抗
を
北
貌
の
人
開
が
負
か
す
こ
と
は
、
大
い
に
北
貌
の
面
白
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
、
園
碁
の
名
手
で
あ
っ
た
活
寧
見
は
随
員
に
濯
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

園
碁
だ
け
で
な
く
、
武
蓄
を
競
う
こ
と
も
南
北
の
開
で
行
な
わ
れ
た
。

(
武
定
)
五
年
、
梁
使
来
聴
し
、
武
義
有
り
と
一
云
ふ
。
北
人
を
求
訪
し
、
奥
に
相
角
せ
ん
と
欲
す
。
世
宗
猛
を
遣
は
し
て
館
に
就
き
之
に
接
せ
し
む
。
隻
帯
雨
鍵
し
、

左
右
に
馳
射
す
。
晶
兼
ね
て
共
に
力
を
試
べ
、
強
を
挽
く
。
梁
人
は
弓
雨
張
を
引
き
、
カ
は
皆
な
三
石
。
猛
は
遂
に
併
せ
て
四
張
を
取
り
、
墨
ね
て
之
を
挽
く
に
度
を
過

A
U
V
 

ぐ
。
梁
人
之
に
嵯
服
す
。

東
貌
の
武
定
五
(
五
四
七
)
年
、
梁
か
ら
来
た
使
者
は
武
襲
に
自
信
が
あ
り
、
北
人
と
力
較
べ
を
し
た
い
と
言
い
出
し
た
。
こ
の
と
き
東
貌
を
代
表
し
た
蒸
連
猛
は
、
馬

に
乗
っ
た
ま
ま
左
右
に
弓
を
射
分
け
、
力
は
四
張
の
弓
を
一
度
に
引
く
ほ
ど
で
あ
り
、
梁
人
を
感
販
さ
せ
た
。
先
の
諮
寧
児
の
例
と
は
逆
に
、
騎
射
や
相
角
は
北
割
引
の
人
間

の
得
意
と
す
る
所
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
梁
の
使
者
は
北
湾
で
力
比
べ
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
蒸
漣
猛
の
た
め
に
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
使
者
に
は
経
撃
・
史
事
・
玄
息
子
・
文
息
子
・
悌
教
な
ど
策
汎
な
教
養
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
他
に
も
、
圏
碁
な
ど
の
娯
楽
に
関
す
る
分
野
や
、
弓
な
ど
肉
鰭

的
な
優
秀
さ
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
儒
撃
、
諸
子
百
家
、
天
文
暦
法
に
、
遁
じ
た
東
貌
の
李
業
興
で
も
、
梁
の
武
-
帝
に
玄
撃
を
問
わ
れ
て
返
事
に
詰

ま
っ
た
よ
う
に
、

一
人
の
使
者
が
こ
れ
ら
す
べ
て
の
教
養
を
鰻
現
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
文
化
的
基
準
の
中
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
最
も
使
者
に
相
慮
し
い
人
物
を
選
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
嘗
持
か
ら
南
朝
に
幾
つ
か
の
分
野

で
劣
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
北
朝
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
使
者
を
選
ん
だ
か
、
も
う
一
度
、
そ
の
文
化
的
資
質
の
面
か
ら
考
え
直
し
て
み
た
い
。
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四
、
北
朝
に
お
け
る
使
者
の
資
質

南
北
の
文
化
に
つ
い
て
、
経
曲
学
で
は
北
朝
が
や
や
優
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
品
開
教
で
は
ほ
ぼ
同
じ
水
準
で
あ
り
、
玄
撃
や
文
皐
で
は
逆
に
南
朝
が
北
朝
に
優
越
し

て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
差
は
、
嘗
時
の
人
聞
も
南
北
を
問
わ
ず
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を
誰
よ
り
も
痛
切
に
感
じ
て
い
た
の
が
、
北
貌
の
孝
文
帝
で
あ
っ
た
。
孝
文

帝
が
行
な
っ
た
一
連
の
漢
化
政
策
は
、
北
貌
を
南
朝
の
よ
う
な
文
明
閤
家
に
作
り
か
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
孝
文
一
帝
は
、
南
費
に
使
者
に
立
つ
慮
認
と
王
清
石
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

古
同
組
、
起
に
詔
し
て
日
く
「
卿
は
便
ち
彼
に
歪
ら
ば
、
彼
我
存
す
る
こ
と
勿
れ
。
江
揚
と
密
遁
す
る
は
、
晩
に
嘗
る
も
早
か
ら
ず
、
是
れ
朕
の
物
に
舎
せ
ん
。
卿
等
言

は
ん
と
欲
す
れ
ど
、
便
ち
相
疑
ひ
難
ず
る
こ
と
無
か
れ
」
と
。
叉
た
副
使
の
王
清
石
に
赦
し
て
日
く
「
卿
は
本
是
れ
南
人
な
る
を
以
て
、
言
語
致
慮
す
る
莫
し
。
若

し
彼
の
先
に
識
る
所
を
知
る
所
有
ら
ば
、
見
ん
と
欲
さ
ば
便
ち
見
、
須
く
論
ず
べ
き
は
郎
ち
論
ず
べ
し
。
庫
-
越
は
正
に
是
れ
寛
柔
の
君
子
な
れ
ど
、
多
く
は
文
才
無

し
。
或
ひ
は
主
客
卿
に
命
じ
て
詩
を
作
ら
し
め
ば
、
卿
の
知
る
所
に
率
ひ
、
斑
の
不
作
を
以
て
、
便
ち
復
た
罷
む
る
こ
と
莫
か
る
可
し
。
凡
そ
使
人
の
鵠
は
、
和
を
以

て
貴
し
と
矯
す
。
勝
ひ
に
棺
霊
的
し
、
色
貌
に
見
、
終
命
の
健
を
失
ふ
勿
れ
。
卿
等
各
々
知
る
所
に
率
ひ
、
以
て
相
規
議
せ
よ
」
勺

塵
認
は
華
北
の
漢
人
名
族
、
蒐
陽
の
慮
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
孝
文
帝
は
彼
が
文
才
に
歓
け
る
と
見
な
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
南
費
で
の
詩
の
交
換
を
す
る
と
き
に

は
恥
を
か
か
な
い
よ
う
、
副
使
の
玉
清
石
に
、
「
文
才
の
な
い
慮
剰
だ
け
に
詩
を
作
ら
せ
た
り
せ
ず
、
お
前
も
作
る
の
だ
ぞ
」
と
ニ
言
い
含
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
寛
柔
の
君
子
な
れ
ど
、
多
く
は
文
才
無
し
」
と
評
さ
れ
る
人
物
が
、
な
ぜ
南
靭
へ
の
使
者
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
答
え
を
出
す
前
に
、
先
に
見
た
崖
懐
の
例
を
再
び
取
り
上
げ
た
い
。
朝
議
に
南
朝
へ
の
使
者
と
し
て
推
さ
れ
た
昼
懐
は
、
そ
れ
を
蹴
返
す
る
際
に
、
「
文
采
と

識
は
、
懐
李
請
を
推
さ
ず
。
口
頬
顧
顧
の
た
る
こ
と
は
、
譜
乃
ち
大
い
に
勝
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

桂
憶
は
清
河
の
窪
氏
と
い
う
名
門
の
出
身
で
、
「
朕
貌
偉
麗
に
し
て
容
止
に
善
し
」
「
翠
書
を
廃
賢
し
、
粂
ね
て
詞
藻
あ
り
」
(
『
北
費
書
』
巻
二
十
三
窪
懐
惇
)
と
評
さ
れ

て
い
た
。
た
だ
、
そ
の
性
格
は
家
柄
と
才
能
を
鼻
に
か
け
て
倣
慢
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
周
園
の
人
聞
と
衝
突
し
て
い
た
。
『
貌
書
』
を
著
し
た
競
牧
と
は
犬
猿
の
仲
で
あ
り
、

窪
濯
に
も
そ
の
家
柄
を
侮
辱
し
た
せ
い
で
憎
ま
れ
、
北
賓
の
文
宣
一
帝
に
は
窓
口
を
吐
い
た
た
め
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
。
朝
議
は
そ
れ
で
も
、
そ
の
家
柄
や
才
能
を

高
く
評
債
し
て
官
官
懐
を
使
者
に
推
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
李
諮
よ
り
も
自
分
の
方
が
文
才
に
優
れ
て
い
る
が
、
南
朝
へ
の
使
者
に
は
弁
才
に
長
け
た
李
譜
の
方
が

相
謄
し
い
、
と
一
言
っ
て
正
使
を
譲
っ
て
い
る
。

使
者
に
必
要
な
の
は
知
識
や
文
才
よ
り
も
口
達
者
な
こ
と
で
あ
る
、
と
す
る
こ
の
盗
憶
の
考
え
方
は
、
先
の
慮
認
の
例
を
説
明
す
る
上
で
有
数
で
あ
る
。
慮
剥
も
名
族
の
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出
身
で
、
経
由
学
、
史
息
子
を
季
び
、
若
く
し
て
名
聾
を
得
で
い
た
黙
で
窪
俊
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
使
者
を
選
ぶ
際
に
、
文
才
よ
り
も
他
の
才
能
を
優
先
さ
せ

た
可
能
性
を
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
北
朝
の
使
者
が
北
朝
と
南
朝
で
ど
の
よ
う
な
評
債
を
受
け
て
い
た
か
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
、
以
下
の
表
「
北
朝
使
者
の
北
朝
と
南
朝
で
の
評
債
」
で
あ
る
。

(
表
)
北
朝
使
者
の
北
朝
と
南
靭
で
の
評
債

柳弘 李槍 握婚 玉所貌牧 李譜 宋弁 李彪 虎許赤 推局
使者名

彩雅婚聴穎少 f端偉貌義
設、潔白

少i主号翁E年主頗 俊、風擁潤闘 有大三七 華経史 審署名
才拳 、

亦草隷善

、
篤拳

。

神車時
己

善龍噺
北朝

主要 不倦 で
、 所

の

博渉群書

零前彩疑時 債評

文書
、

才嘗時
言不妄

、

僻

要室暗
梁人重量
観、婚綬熱病
其群H庁

喜其毒 買主審 人費才難商

見稽於時 君主重 、
誇

語離言放
南朝。

場大相欽函、
。 。

で
の。
評債、

服。善薙容可

、

。商、稽融皆等 人頗而南梁主

及

周書 北費 北史 費北
ノ貌書、 線書ノ、 貌書ノ、

貌書 貌書 出

四 四
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表
を
見
る
と
、
北
朝
で
は
「
篤
事
」
「
才
筆
」
や
、
「
渉
猶
経
史
」
と
い
っ
た
、
撃
聞
に
閲
す
る
評
債
を
受
け
て
い
る
者
が
多
い
。
北
朝
で
「
息
子
問
」
と
い
え
ば
、
第
一
に

経
由
学
を
指
し
て
お
り
、
先
の
李
業
輿
の
よ
う
に
、
北
朝
は
経
撃
を
撃
ん
だ
人
関
を
積
極
的
に
起
用
し
て
い
る
と
い
え
る
。

一
方
、
文
才
を
評
債
さ
れ
て
い
る
者
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
見
ら
れ
な
い
。
北
朝
で
文
才
を
許
債
す
る
語
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
李
譜
、
貌
牧
、
柳
弘
の
三
人
で
あ
る
が
、
南
朝
で
も
そ
の
文
才
が
評
債
さ
れ
た
の
は
貌
牧
た
だ
一
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人
の
み
で
あ
っ
た
。

南
朝
で
の
評
債
を
見
る
と
、
高
推
、
李
諮
は
才
婚
を
稽
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
許
赤
虎
の
「
機
弁
滑
稽
」
、
柳
弘
の
「
占
釣
詳
敏
」
も
同
じ
よ
う
に
受
け
答
え
の
妙
を
稽
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
宋
弁
、
忠
臣
婚
の
二
人
が
僻
韻
の
温
雅
で
皐
止
の
優
雅
で
あ
る
こ
と
が
評
債
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
文
才
を
も
っ
て
評
債
さ
れ
て
い
る
貌
牧

王
所
の
遺
使
は
他
に
例
を
み
な
い
例
外
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
北
朝
で
は
文
才
を
評
債
さ
れ
て
い
た
李
諮
と
柳
弘
は
、
南
朝
で
は
嬬
才
を
評
債
さ
れ
て
お
り
、
北
朝
の

中
で
は
文
才
が
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
南
朝
に
行
け
ば
特
筆
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

北
朝
の
貴
族
た
ち
も
、
文
才
で
優
れ
た
人
間
よ
り
、
鰭
才
に
長
け
た
人
間
を
迭
る
方
が
、
南
朝
で
評
債
さ
れ
や
す
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、

産
麹
や
窪
憶
の
例
の
よ
う
に
、
使
者
を
選
ぶ
基
準
と
し
て
文
才
よ
り
も
息
子
才
や
縛
才
を
優
先
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
南
北
朝
聞
の
使
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
園
を
代
表
し
て
相
手
閣
に
赴
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
貴
族
居
に
よ
っ
て
濯
、
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
儒

息
子
、
玄
事
、
併
殺
や
文
事
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
文
化
を
身
に
つ
け
、
そ
の
様
々
な
分
野
で
優
秀
さ
を
示
す
こ
と
で
、
自
閣
の
構
成
を
高
め
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
経

撃
で
は
北
朝
が
、
文
撃
や
玄
撃
で
は
南
朝
が
、
そ
れ
ぞ
れ
優
位
に
立
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
南
北
朝
の
貴
族
は
承
知
し
て
い
た
。

文
化
が
多
様
化
し
、
様
々
な
分
野
に
細
分
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
の
優
劣
を
剣
じ
る
基
準
も
一
つ
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
文
化
の
優
劣
は
、
個
々
の
局
面
の
積

み
重
ね
に
よ
っ
て
、
漠
然
と
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
南
北
隻
方
の
皇
帝
一
は
使
者
が
宴
席
の
場
面
で
ど
の
よ
う
な
慮
封
を
す
る
か
、
そ
の
一
一
挙
一
動
に
関
心

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
北
朝
は
使
節
の
選
考
で
文
才
よ
り
も
経
撃
や
矯
才
を
重
視
し
、
南
朝
文
化
に
謝
し
て
少
し
で
も
優
位
に
立
と
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ

を
梯
っ
て
い
た
。

て
、
文
事
や
玄
拳
を
中
心
と
し
た
南
朝
の
文
化
を
相
封
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
北
朝
で
南
朝
の
文
人
の
作
品
が
競
っ
て
讃
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
南
北
朝
の
文
化
バ
ラ
ン
ス
を
嬰
え
る
ほ
ど
の
殺
果
を
上
げ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
事
例
か
ら
は
、
従
来
の
南
朝
文
化
研
究
で
言
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
文
化
の
あ
り
方
だ
け
が
嘗
時
の
文
化
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
文
化
が
南
北
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
債
値
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。



四
五

注
(
l
)
岡
崎
文
夫
『
貌
菅
南
北
朝
遜
史
』
(
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
〉
二
九
六
頁
。
越
糞
『
廿
二
史
部
記
』
巻
十
四
南
北
朝
遁
好
以
使
命
為
重
。

(
2
)
梁
満
倉
「
南
北
朝
遁
使
努
議
」
(
『
北
朝
研
究
』
三
、
一
九
九
O
)
、
牟
設
松
「
南
北
朝
交
聴
中
所
見
南
北
文
化
関
係
略
論
」
(
『
貌
耳
目
南
北
朝
惰
唐
史
資
料
』

(
3
)
張
承
宗
「
貌
膏
南
北
朝
時
期
的
南
北
交
往
」
(
『
中
関
史
研
究
』
一
九
九
四
|
三
、
一
九
九
四
)
。

(
4
)
吉
川
忠
夫
「
徐
陵
」
(
『
侯
景
の
蹴
始
末
記
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
枚
録
)
。
矢
嶋
美
都
子
『
庚
信
研
究
』
(
明
治
書
院
、
二

0
0
0
)
内
編
第
一
章
第
二
節
「
庚
信
に
侍
わ
る
新
野

の
庚
氏
の
遺
風
」
。

(5)
吉
川
忠
夫
「
島
夷
と
索
虜
の
あ
い
だ
ー
ー
典
籍
の
流
伝
を
中
心
と
し
た
南
北
朝
文
化
交
流
史
|
|
」
(
『
東
方
学
報
』
京
都
七
二
、
二

0
0
0
)
。

(
6
)
元
徽
初
、
遺
北
使
、
朝
議
令
善
明
皐
人
、
善
明
皐
州
郷
北
卒
田
恵
紹
使
虜
、
煩
得
母
還
(
『
南
斉
書
』
巻
二
十
八
劉
善
明
侍
)
。

(
7
)
朝
議
に
つ
い
て
は
、
渡
遁
信
一
一
郎
『
天
空
の
玉
座
』
(
柏
書
房
、
一
九
九
六
)
三
五

l
四
二
夏
参
照
。
渡
遁
は
六
朝
時
代
の
朝
議
の
特
徴
と
し
て
、
公
卿
議
が
定
例
化
す
る
と
と
も
に
皇

帝
権
に
封
す
る
濁
自
化
を
強
め
て
い
た
こ
と
、
麓
宮
議
や
賓
態
と
し
て
の
法
宮
議
な
ど
専
門
倉
議
の
特
殊
化
な
ど
を
奉
げ
て
い
る
。
な
お
、
北
朝
の
議
に
つ
い
て
は
窪
添
慶
文
「
北
貌
の

議
」
(
『
貌
耳
目
南
北
朝
官
僚
制
研
究
』
汲
古
書
院
、
二

O
O一
ニ
所
牧
)
、
南
朝
の
議
に
つ
い
て
は
中
村
圭
爾
「
南
朝
に
お
け
る
議
に
つ
い
て
」
(
『
人
文
研
究
』
一

O
、
大
阪
市
立
大
準
文
事

部
、
一
九
八
八
)
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

(8)
「
煩
」
と
は
、
北
貌
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
南
朝
士
人
の
家
族
を
、
身
代
金
を
梯
う
こ
と
で
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
。

(
9
)
天
卒
末
、
強
欲
与
梁
和
好
、
朝
議
将
以
昼
俊
矯
使
主
。
懐
日
「
文
采
与
識
、
俊
不
推
李
譜
。
口
頬
、
譜
乃
大
勝
。
」
於
是
以
諾
粂
常
侍
、
庫
元
明
晶
車
交
部
郎
、
李
業
輿
粂
遁
直
常
侍
聴
罵

(
『
北
史
』
巻
四
十
三
李
譜
停
)
。

(
刊
)
子
湛
、
字
処
元
。
渉
猟
文
史
、
有
家
風
。
矯
太
子
舎
人
、
粂
常
侍
、
聴
陳
使
副
。
襲
爵
盗
陽
県
男
。
海
与
弟
絵
・
緯
倶
矯
聴
梁
使
主
、
港
叉
矯
使
副
、
是
以
越
郡
人
士
、
日
矯
四
使
之
門

(
『
北
斉
書
』
巻
二
十
九
李
湛
侍
)
。

(
日
)
な
お
、
李
湛
停
で
「
四
使
」
と
し
て
事
げ
ら
れ
た
四
人
の
他
に
も
、
武
定
五
(
五
四
七
)
年
に
は
李
絵
の
弟
の
李
系
が
璃
梁
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
輔
副
氏
は
宋
、
南
斉
時
代
に
は
全
く
使
者
を
出
し
て
い
な
い
が
、
梁
以
降
に
な
る
と
使
者
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
謝
氏
の
名
族
と
し
て
の
地
位
が
南
斉
か
ら
梁
に
か
け
て
徐
々
に
低
下

し
て
い
っ
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
や
は
り
最
も
良
い
と
さ
れ
る
家
柄
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
一
段
落
ち
る
と
さ
れ
た
家
柄
に
使
者
が
集
中
し
て
い
る
と
い
え
る
。

(
日
)
吉
川
前
掲
論
文
に
よ
る
と
、
北
斉
の
天
保
七
(
五
五
六
)
年
、
皇
太
子
に
供
す
る
曹
の
校
訂
の
た
め
、
那
子
才
、
貌
枚
、
辛
術
、
穆
子
容
、
司
馬
子
瑞
、
李
業
興
の
六
人
か
ら
書
を
借
り

る
議
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
貌
牧
、
穆
子
容
、
李
業
興
の
三
名
は
東
軸
掛
か
ら
梁
へ
使
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

(
M
)
江
東
復
有
一
臭
児
老
翁
粛
術
者
。
専
事
衣
冠
礼
楽
、
中
原
士
大
夫
望
之
以
為
正
朔
所
在
。
我
若
念
作
法
網
、
不
相
鏡
借
:
:
:
士
子
悉
奔
粛
街
(
『
北
斉
書
』
巻
二
十
四
杜
漏
俸
)
。

(
日
)
川
本
芳
昭
『
貌
菅
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
)
第
一
篇
第
一
章
「
五
胡
十
六
園
・
北
朝
時
代
に
お
け
る
華
夷
観
の
愛
遵
」
五
九
頁
。

(
凶
)
宴
日
、
芳
文
裏
使
左
右
幌
之
、
賓
司
一
言
制
勝
、
文
裏
矯
之
鮒
掌
。
貌
使
至
梁
、
亦
如
梁
使
至
貌
、
梁
武
親
与
談
説
、
甚
相
愛
重
(
『
北
史
』
巻
四
十
三
李
譜
倖
)
。

(η)
街
散
騎
常
侍
朱
弄
間
業
興
日
「
貌
洛
中
委
粟
山
是
南
郊
邪
」
。
業
輿
白
「
委
粟
是
園
丘
、
非
南
郊
九
弄
日
「
北
開
郊
・
丘
異
所
、
是
用
節
義
。
我
此
中
用
王
義
」
。
業
輿
臼
「
然
。
洛
京

郊
・
丘
之
処
専
用
郷
解
」
。
昇
日
「
若
然
、
女
子
逆
降
傍
親
亦
従
鄭
以
不
」
。
業
輿
臼
「
此
之
一
事
、
亦
不
専
従
。
若
卿
此
開
用
主
義
、
除
頑
応
用
二
十
五
月
、
何
以
王
倹
喪
礼
調
用
二
十

四

一
九
九
五
)
。



四
六

七
月
也
」
。
弄
途
不
答
(
『
貌
書
』
巻
八
十
四
李
業
輿
侍
)
。

(
同
日
)
鄭
玄
の
撃
は
今
文
『
向
書
』
を
重
ん
じ
、
経
典
の
文
言
に
巌
格
に
従
う
の
が
特
徴
で
あ
り
、
中
央
集
権
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
た
。
一
方
、
王
粛
の
皐
は
古
文
系
の
経
典
を
重
ん
じ
、
文

言
で
は
な
く
そ
の
精
神
に
従
お
う
と
す
る
が
特
徴
で
、
地
方
分
権
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
(
藤
川
正
数
『
貌
督
時
代
に
お
け
る
喪
服
礼
の
研
究
』
敬
文
社
、
一
九
六
O

附

設
一
八
一

l
一
九
四
頁
)
。

(
叩
)
粛
術
競
開
業
興
臼
「
聞
卿
善
於
経
義
、
儒
・
玄
之
中
何
所
、
考
淫
」
。
業
興
日
「
少
局
書
生
、
止
読
五
典
、
至
於
深
義
、
不
緋
遁
釈
」
(
『
貌
書
』
巻
八
十
四
李
業
興
惇
)
。

(
初
)
街
叉
問
「
乾
卦
初
称
『
潜
竜
』
、
二
称
『
見
竜
』
、
至
五
『
飛
竜
』
二
初
可
名
矯
虎
」
。
問
意
小
弟
。
業
輿
対
「
学
識
膚
浅
、
不
足
仰
酬
」
(
『
貌
書
』
谷
八
十
四
李
業
興
侍
)
。

(
幻
)
街
叉
間
「
易
臼
太
極
、
是
有
無
」
。
業
興
対
「
所
伝
太
極
是
有
、
素
不
玄
学
、
何
敢
瓢
酬
」
(
『
貌
書
』
巻
八
十
四
李
業
輿
侍
)
。

(
幻
〉
た
と
え
ば
『
惰
書
』
経
籍
志
で
は
、
四
部
分
類
が
行
わ
れ
「
史
部
」
が
濁
立
し
て
い
る
。
渡
遺
義
浩
「
「
史
」
の
自
立
」
(
『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
四

枚

録
)
参
照
。

(
幻
)
森
=
一
樹
三
郎
『
六
朝
士
大
夫
の
精
紳
』
(
同
朋
合
、
一
九
八
六
)
一
八
二
|
一
八
三
頁

(M)
上
以
融
才
掛
師
、
十
一
年
、
使
乗
主
客
、
接
虜
使
房
景
高
・
宋
弁
。
弁
見
融
年
少
、
問
主
客
年
幾
。
融
日
「
五
十
之
年
、
久
勝
其
竿
」
。
因
問
「
在
朝
間
主
客
作
『
曲
水
詩
序
』
」
。
景
高
叉
云

「
在
北
関
主
客
此
製
、
勝
於
顔
延
年
、
実
願
一
見
」
。
融
乃
示
之
。
後
日
、
宋
弁
於
瑠
池
堂
謂
融
日
「
昔
観
相
如
封
禅
、
以
知
漢
武
之
徳
。
今
覧
王
生
詩
序
、
用
見
斉
圭
之
盛
」
。
融
日
「
皇

家
盛
明
、
宣
直
比
蹴
漢
武
。
更
戴
都
製
、
無
以
遠
匹
相
如
」
(
『
南
斉
書
』
巻
四
十
七
王
融
俸
)
。

(
お
)
那
子
才
・
貌
収
倶
有
重
名
、
時
俗
準
的
、
以
局
師
匠
。
邪
賞
服
沈
約
而
軽
任
防
、
競
愛
慕
任
防
前
段
沈
約
、
毎
於
談
議
、
辞
色
以
之
。
都
下
紛
転
、
各
有
朋
党
。
組
孝
徴
嘗
謂
吾
臼

「
任
・
沈
之
是
非
、
乃
邪
・
貌
之
優
劣
也
」
(
『
顔
氏
家
訓
』
文
章
篇
)
。

(
初
)
『
北
史
』
巻
八
十
三
温
子
昇
停
の
、
梁
使
の
張
皐
が
温
子
昇
の
文
筆
を
江
南
に
侍
え
、
梁
の
武
帝
が
そ
れ
を
讃
ん
で
稿
賛
し
た
こ
と
、
陽
夏
太
守
の
侍
擦
が
吐
谷
海
に
使
い
し
、
園
主
の

枕
元
に
温
子
昇
の
書
が
あ
る
の
を
見
た
こ
と
な
ど
、
彼
の
文
章
が
虞
く
讃
ま
れ
て
い
た
事
例
が
ほ
ぼ
唯
一
で
あ
る
。

(
幻
)
梁
使
毎
入
、
鄭
下
矯
之
傾
動
、
貴
勝
子
弟
盛
飾
衆
観
、
礼
贈
優
握
、
館
門
成
市
(
『
北
史
』
巻
四
十
三
李
譜
俸
)
。

(
お
)
品
問
書
僕
射
窪
逼
矯
文
嚢
所
親
任
、
勢
傾
朝
列
、
休
之
未
嘗
請
詩
。
逗
子
蓮
華
幼
而
聡
敏
、
年
十
余
、
己
作
五
一
吉
詩
。
時
梁
国
通
和
、
聴
使
在
館
。
渥
持
達
撃
数
首
詩
示
諸
靭
士
有
才
学

者
、
叉
欲
示
梁
客
。
余
人
畏
選
、
皆
随
宣
応
対
、
休
之
独
正
言
「
郎
子
聡
明
、
方
成
偉
器
。
但
小
児
文
藻
、
恐
未
可
以
一
歪
返
人
」
(
『
北
史
』
巻
四
十
七
陽
休
之
侍
)
。

(
却
)
興
和
中
、
品
束
通
直
散
騎
常
侍
、
使
粛
街
。
街
深
耽
釈
学
、
塗
集
名
僧
於
其
愛
敬
・
同
泰
二
寺
、
講
浬
祭
大
品
経
。
引
同
軌
預
席
、
術
策
遣
其
臣
並
共
観
聴
。
同
軌
論
難
久
之
、
道
俗
成
以

矯
善
(
『
貌
書
』
巻
三
十
六
李
同
軌
俸
)
。

(
初
)
貌
・
梁
遁
和
、
要
貴
皆
這
人
随
聴
使
交
易
、
渥
惟
寄
求
仏
経
。
梁
武
帝
聞
之
、
矯
繕
写
、
以
幡
花
賛
唄
渥
至
館
罵
。
然
而
好
大
言
、
調
戯
無
節
。
密
令
沙
門
明
蔵
著
仏
性
論
而
署
己
名
、
伝

諸
江
表
(
『
北
斉
書
』
巻
三
十
窪
渥
侍
)
。

(
幻
)
鎌
田
茂
雄
『
中
潤
悌
教
史
』
第
四
巻
「
南
北
朝
の
併
殺
(
下
)
」
(
東
京
大
事
出
版
曾
、
一
九
八
四
)
第
一
一
一
章
第
五
節
士
大
夫
の
悌
数
多
照
。

(
幻
)
高
組
時
、
有
誼
寧
児
者
善
閤
碁
。
曽
与
李
彪
使
篇
蹟
、
蹟
令
江
南
上
回
開
王
抗
与
寧
児
。
制
勝
而
還
(
『
貌
書
』
巻
九
十
一
蒋
少
瀞
倖
附
箔
寧
児
侍
)
。
た
だ
し
中
華
書
局
本
は
阿
個
所
に

張
森
楢
の
注
を
引
い
て
「
『
児
』
下
当
有
脱
文
」
と
あ
る
。



四
七

(
お
)
五
年
、
梁
使
来
勝
、
云
有
武
芸
。
求
訪
北
人
、
欲
与
相
角
。
世
宗
遣
猛
就
館
接
之
。
双
帯
同
鍵
、
左
右
馳
射
。
品
京
共
試
力
、
挽
強
。
梁
人
引
弓
両
張
、
力
皆
三
石
。
猛
遂
併
取
四
張
、
畳

而
挽
之
温
度
。
梁
人
嵯
服
之
(
『
北
斉
書
』
巻
四
十
一
義
謹
猛
停
)
。

(
川
副
)
高
組
詔
剖
明
日
「
卿
便
歪
彼
、
勿
存
彼
我
。
密
遁
江
揚
、
不
早
当
晩
、
会
是
朕
物
。
卿
等
欲
言
、
便
無
相
疑
難
」
。
叉
救
副
使
王
清
石
田
「
卿
莫
以
本
是
南
人
、
言
語
致
慮
。
若
彼
先
有
所
知

所
識
、
欲
見
便
見
、
須
論
即
論
。
慮
規
正
是
寛
柔
君
子
、
無
多
文
才
、
或
主
客
命
卿
作
詩
、
可
率
卿
所
知
、
莫
以
-
組
不
作
、
使
復
罷
也
。
凡
使
人
之
体
、
以
和
為
貴
、
勿
逓
相
斡
誇
、
見

於
色
貌
、
失
将
命
之
体
。
卿
等
各
率
所
知
、
以
相
規
講
」
(
『
貌
書
』
巻
四
十
七
慮
誕
侍
)
。


